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令和２年12月橋本市議会定例会会議録（第４号）その６ 

令和２年12月10日（木） 

                                          

 日程第38 議案第21号 公の施設の指定管

理者の指定について 

○議長（土井裕美子君）日程第38 議案第21号 

公の施設の指定管理者の指定について を議

題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんので、

質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第21号に

ついては、経済建設委員会に付託いたします。 

                     

 日程第39 議案第22号 公の施設の指定管

理者の指定について 

○議長（土井裕美子君）日程第39 議案第22号 

公の施設の指定管理者の指定について を議

題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんので、

質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第22号に

ついては、経済建設委員会に付託いたします。 

                     

 日程第40 議案第23号 公の施設の指定管

理者の指定について 

○議長（土井裕美子君）日程第40 議案第23号 

公の施設の指定管理者の指定について を議

題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）付託なんで委員会が違う

ということもあって、詳しいことを聞きたいの

でここで、財政課長にお伺いいたします。 

 23号、24号、25号、連動してくるんですが、

それぞれ付託の場所は違うのであれなんです

けども、あえてここで聞いておきます。しっか

りメモしてください。 

 当然この法人は市の、今までずっと議論があ

ったと思うんですけども、入札したらどうやと

かいろんな議論もあったと思うんです。僕も今

まで思ってきたんですけども、現場職員の汗で

あったりとか、別に運動公園がどう、プールが

どう、市民会館がどうとかそういうことを言う

とるんじゃなくて、この中枢の話です。 

 これ、この間から委託料の話であったりとか、

消費税が上がった、社会情勢もある、価格高騰

もあるということで、この間から理事会、教育

長とか副市長もこれに入っとるんかなとは思

うんですけど、そうではなくて、その委託先の

企業というか、委託先としての話なんですけど

も、僕からの客観的意見なんで言葉が悪かった

らあれなんですけども、この理事会を通って賃

金が上がった、内部留保を使うんか、切り崩す

んか、どこからの財源をするんか、頑張って営

利を上げた分でお金を計上するつもりで上げ

るのか、それは別に委託先の事情なんで結構な

んですけども、全体的に上がるのは大いに結構

なんですけども、ここは公務員ではないですよ

ね。橋本市並びに地方公務員みたいに、公共団

体みたいに、会計年度任用職員の制度を右に倣

えでやっています。やること自体は別に問題な

いと思うんですけども、それによって給料の上

がった人、下がった人というのが絶対に出てく

ると思うんです。副市長、首をかしげるけど実

際出とるんです。こういうところをちゃんとヒ

アリングして調べた上で、そこで働く末端の人
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というのは一人ひとり生活があるんです。委託

会社のところまで、そこまで面倒見らなあかん

のかよと思っとるかも分からないですけども、

100％出資しとる会社ですよ。ここに対して、

僕、ここの場で言うときたいのは、どういった

ヒアリングをしてどういう了解をして、次の委

託、この契約に上げてきたんかということを、

これ、財政課長に聞きたい。 

 今度、教育部局に聞きたいのが、付託案件な

んで踏み込んだことはまた、同僚会派が委員長

なんで聞きにくいとこもあるんですけども、こ

の辺の情報共有というのをちゃんとできとる

んかどうか。現場で汗をかいとる人間のどこま

で目行けとるんかどうか。どういう指導をやっ

とるんか。ややこしいんやったら、僕一人反対

したら済むことなんで別に関係ないですけど、

やっぱりこういうのはまずいと思うんです。

100％子会社やから随契やと思っとるんちゃう

かとか、もっと橋本市のためにサービス向上す

るために、別にほかの会社でも僕はいいんです。

その辺についての答弁をお二方から頂きたい。 

○議長（土井裕美子君）総務部長。 

○総務部長（小原秀紀君）今、財政課長にのお

尋ねだったんですけども、文化スポーツ振興公

社の給与に関して、財政部局がこうしろああし

ろというような権限はございませんので、お答

えは差し控えさせていただきたいと思います。 

○議長（土井裕美子君）教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）指定管理者として市

の施設で働いていただいている、今で言います

と公社の職員の賃金等も含めた、そういう待遇

面ということに関しての情報共有といいます

か、指定管理者に対して何らかの情報を頂いて

いるかということにつきましては、現時点では

そういう情報は頂いてはございません。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）総務部長、答えてくれた

んですけど、権限がないので云々というのは、

それは総務部長の見解と常識と法律の話です。

でも、財政課長、ヒアリングしとるでしょう。

ヒアリングというか、話を聞いとるでしょう。

聞いたことを教えてくれたら何があかんので

すか。この議場のルール上、あかんのやったら

結構です。議会事務局長が止めるんやったら、

それでも結構です。 

 僕、教育部長に申し上げます。こういう情報

というのは、僕、以前から、こんなことがある

って教育委員会には言うていますよ。やめてい

った子もおるんですよ。僕はそういうことを別

にあかんとは言えへんですよ。それが正義であ

ればそれでいいけども、それやったら橋本市の

サービス向上するために、そこに委託せななら

んことないじゃないですかという議論がつい

てくるということを言いたいんです。こども園

もしかりです。そこにせなならん理由というの

は別にないと思うんです。もうちょっと温かく

常識のある、ちゃんとした入札でもええんと違

いますか。 

 橋本市民がサービス向上するために委託し

とるんですよ。もしくは、橋本市の財政がちょ

っとでも安く委託できたらええと、そういう観

点もあると思いますけど、やっぱりおごりもあ

ると思うんです。これ、振興公社にやっといて

よというのもひょっとしたら中にはあって、向

こうもしんどい思いをしとる。あるかもしれな

いです。ギブ・アンド・テークなんかもしれな

い。でも、やっぱり現場で働く人全員が、午前

中のパートだけとかやったら分かるんですよ。

でも、やっぱり一人ひとりの生活があって、そ

こまで目を向けていくという指導をしないと、

委託契約を結んでおるんですよ。橋本市に住ん

でいる方が勤めてくれているんですよ。いかが

ですか、教育部長。答えられたら、財政課長。

ルール上駄目なら、財政課長は結構です。 

○議長（土井裕美子君）教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）本当に橋本市の施設
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で働いていただいております職員ということ

にはなるかと思います。そういう方々がどうい

う環境に置かれておるかというのは、当然基本

的な賃金でありますとか労働条件というのは、

やはりきちっと、それは適正な法に基づいた、

ルールに基づいた雇用をしていかないといけ

ないというのは、これは当然のことかと思いま

す。そういうことについて、もし何らかの市民

の皆さんから疑義等が出てくるんであれば、こ

れはまた内容等については聞いていく必要も

出てくるのかなと、そのように考えております。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ありませんので、これ

をもって質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第23号に

ついては、文教厚生委員会に付託いたします。 

                     

 日程第41 議案第24号 公の施設の指定管

理者の指定について 

○議長（土井裕美子君）日程第41 議案第24号 

公の施設の指定管理者の指定について を議

題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんので、

質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第24号に

ついては、文教厚生委員会に付託いたします。 

                     

 日程第42 議案第25号 公の施設の指定管

理者の指定について 

○議長（土井裕美子君）日程第42 議案第25号 

公の施設の指定管理者の指定について を議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）本日、追加提案させてい

ただきました議案についてご説明申し上げま

す。 

 議案第25号は、公の施設の指定管理者の指定

についてでございます。 

 これは、橋本市民会館の指定管理者として、

公益財団法人橋本市文化スポーツ振興公社を

指定することについて、議会の議決を求めるも

のでございます。 

 以上、議案１件についてご説明申し上げまし

た。議員各位にはよろしくご審議の上、ご賛同

賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（土井裕美子君）市長の説明が終わりま

した。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 13番 田中さん。 

○13番（田中博晃君）指定管理で３年間という

計画になっておるんですけれども、今、市の中

で、市民会館の今後の在り方について議論がさ

れているのかどうか。それ次第でこの指定管理

の期間が長いのか短いのかというのが出てき

ますので、その辺りを教えてください。 

○議長（土井裕美子君）総務部長。 

○総務部長（小原秀紀君）市民会館の運営につ

きましては、以前から一般質問等でも、バリア

フリー化についての質問をいただいておりま

す。それと、コロナ禍の関係で、特にホールの

利用が減っているというふうな状況がありま

す。そういうことで、庁内で関係部課長が集ま

りまして検討委員会を立ち上げて、その中で検

討をいたしました。その結論といたしましては、

来年度、令和３年度につきましては、国民文化

祭ですか、そちらのほうが市民会館で開催され

る予定もあるということから、ホールも活用し

た指定管理というのを考えておるんですけれ

ども、それ以降、４年、５年につきましては、
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ホールは休止という形で指定管理のほうをし

たいというふうに考えております。 

 ということで、当面３年間につきましては、

来年度はフルでの運営、その次の２年間につき

ましては、ホールは休止という形での運営をさ

せていただきたいというふうに思っておりま

す。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ありませんので、これ

をもって質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第25号に

ついては、総務委員会に付託いたします。 

                     

○議長（土井裕美子君）以上で本日の日程は終

わりました。 

 お諮りいたします。 

 明12月11日から17日までの７日間は、委員会

審査等のため休会とし、12月18日午前９時30分

から会議を開くことにいたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありませんの

で、そのように決しました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 お疲れさまでした。 

（午後１時24分 散会） 

 

       

 


